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（
柑
続
関
係
）
等

い
て
も
、
こ
れ
ま
で

て
柑
続
法
の

口
訟
配
偶
者
の
祖
続
法
上

し
て
は
扱
わ
れ
て
お
ら
§
¥

ー
：
る
と
い
え
る
。
現
在
進
"11ijl

る
よ
う
に
な
っ

9

ハ
に
対
応
し
て
、

内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
の
向
上
は
、
長
年
の
間
、
法
学
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
さ
れ
、
判
例
上
、
内
縁
を
婚
姻
に
準
じ
て
扱
う

こ
と
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
婚
姻
法
の
規
定
を
内
縁
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
判
例
に
は
、
内
縁
夫
婦
の

生
活
実
態
を
法
的
評
価
に
お
い
て
重
視
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
と
相
続
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
相
続
権
の
規
定
を
内
縁

に
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
財
産
分
与
の
規
定
を
内
縁
の
死
亡
解
消
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
最

判
平
成
―
ニ
・
三

・
1
0
民
集
五
四
巻
三
号
一

0
四
0
頁
）
、
内
縁
夫
婦
の
生
活
実
態
を
法
的
評
価
に
反
映
す
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重

画
一
的
な
基
準
の
維
持
が
こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
、
家
族
の
多
様
化
や
少
子
高
齢
化
を
契
機
と
し
て
、
家
族
の

6
 

な
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
相
続
に
お
い
て
は
、
内
縁
配
偶
者
の
生
活
実
態
の
考
慮
よ
り
も
、
法
律
婚
配
偶
者
で
あ
る
と
い
う
形
式
的
、

6
 
6
 

は
じ
め
に

竹

i
 

廿
舟
こ
お

木
弟
く
し
｀

配
偶
者
の
法
的

青

し

美

佳
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畠
日
に
お
い
て
一
般
化
せ
ず
、

I' ) 

周
知
の
と
お
り
、
判
例
は
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
認
め
て
い
な
い
。
過
去
の
審
判
例
で
は
、
傍
論
と
し
て
「
或
る
種
の
内
縁
に
つ

は
財
産
分
与
請
求
権
は
勿
〈
“

(
4
)
 

0
号
三
八
頁
）
。
こ
れ
は
f

.""＂↓ ダ

川
リ半

'1

ー 間
に
応
じ
て
法
定
相
続
分
や
具
体
的
相
続
分
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る

検
討
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
、
相
続
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
解
釈
論
上
の
問
題
を
こ
れ
ま
で
の
判
例
お
よ

は
、
実
際
の
生
活
関
係
を
相
続
法
の
規
律
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ま
さ
に
改
正
の
目
的
に
合
致
す
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
⑯6
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
内
縁
配
偶
者
に
配
慮
す
る
立
法
上
の
措
置
が
必
要
か
ど
う
か
、
ま
た
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
措
置
（6
 
6
 

学

を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
現
行
法
の
枠
内
で
、
内
縁
配
偶
者
に
配
慮
す
る
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
と
す
る
。

法大阪

び
学
説
の
分
析
か
ら
再
検
討
し
、
次
に
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
立
法
論
上
の
展
開
を
概
観
す
る
。
最
後
に
、
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地

位
に
つ
い
て
日
本
法
よ
り
厳
し
い
立
場
を
と
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
参
考
に
し
た
上
で
、
解
釈
お
よ
び
立
法
に
お
け
る
内
縁
配

偶
者
へ
の
配
慮
の
必
要
性
と
可
能
性
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

の
建
物
に
実
際
に

等
の
改
正
の
目
的
の

の
者
の

(/>

し
て
認
め
た
、
い

る
余
地
を
認
め

る
と
説
示
し
た
も

相
続
に
お
け
る
内
緑
配
偶
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
解
釈
論

の
居
住
権
を
確
保
す
る
Jj
山`ぶ

□

1
1
[
1
1
1
囚
係
を
祖
続
法

し
て
付
随
的
に
取
り
扱
い

しぶ

しぶ

口
縁
の
妻
が
遺
産
分
割
に
入
丁

・
七
・
ニ
五
家
j
J
九

52 

（
 

て
い
る
が
、

こ
の

ft 

そ
し
て
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
法
上
の
措
置

10

り
財
産
関
係
や
婚
姻
の

心
と
い
え
る
。
た
と
え
ば

と
こ
ろ
で
、
民
法



()る内縁配偶者の法的地位について

（
名
古
屋
地
判
平
虐

I

冒ャ
J

I

l

 

入

一
八
号
六
六
頁
）
。

っ
た
と
主
張
し
た
↑

□

ら
れ
な
い
が
単
独
無
信
凡
I
l
j□

こ
と
の
判
断
を
示
し
た
事
り
〈
：

っ
と
も
、
内
縁
配
偶
者
の

(
l
)
共
有
持
分

え
る
法
的
扱
い
が
判
例
に
お
い
て
一
般
化
し
て
い

ハ
ロ
）
前
を
崩
さ
ず
に
、
被
祖
frrl
八
□

/

9

ー'¥
□

'

□

エ
偶
者
に
財
産
的
な
保
護

f̀
fJ)

仙
台
家
審
昭
和
三
0
•

五

二
貝
、
東
京
家
審
昭
和
一

法
律
構
成
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
生
存
内
縁
配
偶
者
に
財
産
法
上

の
権
利
を
認
め
る
構
成
（
共
有
持
分
、
不
動
産
使
用
の
合
意
、
贈
与
）
、
準
婚
理
論
に
基
づ
く
構
成
（
民
法
七
六
八
条
の
類
推
適
用
。

も
っ
と
も
前
掲
最
判
平
成
―
ニ
・
三

・
1
0
は
こ
れ
を
否
定
す
る
）
、
権
利
の
濫
用
と
す
る
構
成
で
あ
る
。

生
存
内
縁
配
偶
者
の
共
有
持
分
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
和
五
七
・
一
―
•
三

0
判
夕
四
八
九
号
六
五
頁
、
名
古
屋
高

判
昭
和
五
八
•
六
・
一
五
判
夕
五
0
八
号
一
―
二
頁
な
ど
が
あ
る
。
共
有
持
分
構
成
は
、
内
縁
配
偶
者
の
利
益
保
護
の
た
め
の
理
論
構

成
と
し
て
実
務
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
に
お
い
て
は
、
内
縁
配
偶
者
の
主
張
す
る
共
有
持
分
を
否
定

す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
内
縁
配
偶
者
が
、
主
位
的
に
、
被
相
続
人
名
義
の
不
動
産
に
二
分
の
一
の
共
有
持
分
を
有
し
て

い
る
と
主
張
し
、
予
備
的
に
、
同
不
動
産
に
つ
き
使
用
借
権
を
有
し
て
い
る
と
す
る
確
認
を
求
め
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
が
内
縁
配
偶

者
の
共
有
持
分
を
認
め
ず
使
用
借
権
を
認
め
る
判
断
を
示
し
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
二
七
•
四

·
I
O
 LE
X
/
D
B
2
5
5
2
5
7
0
9
)

、
被

相
続
人
と
内
縁
関
係
に
あ
っ
た
者
が
被
相
続
人
名
義
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
二
分
の
一
の
共
有
持
分
を
有
し
、
か
つ
単
独
無
償
使
用
の

j!L[ 

jJしI

一
巻
―
二
号
一

0
九
頁

か
が
問
題
と

人，
E
配
偶
者
で
は
な
い
と
し

い
砂
）
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い

66 (6-37) 1065 [2017. 3 l 



経
営
者
夫
妻
と
し

タ
ロ
古
屋
地
判
平
成

っ
て
い
た
と
し

の
事
例
で
あ
る
し

い
そ
し
て
、
使
用
貸
借
の

叩
小
的
に
使
用
貸
借
契
約
が
虐
，
11

の
が
祖
当
で
あ
る
と
の

不
動
産
使
用
の
合
意

事
例
が
み
ら
れ
る
。
共
有
名
義
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
内
縁
の
夫
婦
が
共
有
す
る
不
動
産
を
居
住
ま
た
は
共
同
の
事
業
の

内
縁
夫
婦
の
一
方
の
単
独
名
義
の
不
動
産
を
、
名
義
人
が
死
亡
し
た
後
に
生
存
内
縁
配
偶
者
が
居
住
し
続
け
る
こ
と
を
認
め
る
も
の

と
し
て
、
内
縁
夫
婦
間
に
黙
示
の
使
用
貸
借
契
約
を
認
め
た
下
級
審
判
例
が
あ
る

（
大
阪
高
判
平
成
ニ
―
―

・
I
O
・

―
―
―
判
時
―
―

1
0

八
号
七
二
頁
、
前
掲
名
古
屋
地
判
平
成
一
一
三
・
ニ
・
ニ
五
）
。
両
事
例
は
と
も
に
、
内
縁
夫
婦
が
居
住
し
て
い
た
夫
名
義
の
不
動
産
に

つ
い
て
、
内
縁
の
夫
の
財
産
を
相
続
し
た
子
か
ら
の
明
渡
請
求
を
棄
却
し
た
事
例
で
あ
る
。
両
事
例
に
共
通
す
る
の
は
、
黙
示
の
合
意

の
認
定
が
詳
細
な
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
高
判
平
成
ニ
―

-・Io・
―
―
一
で
は
、
内
縁
の
妻
が
四

0
年
以
上
内
縁
の
夫
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
内
縁
関
係
の
存
在
は
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
使
用
貸

借
の
合
意
の
判
断
に
つ
い
て
は
慎
重
に
行
わ
れ
、
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
で
あ
る
内
縁
の
夫
が
、
子
や
内
縁
の
妻
が
い
る
前
で
、
自
身

の
死
後
は
本
件
不
動
産
に
内
縁
の
妻
に
住
ま
わ
せ
て
欲
し
い
と
す
る
申
渡
し
を
し
て
い
た
事
実
、
子
が
内
縁
の
妻
に
反
感
を
も
っ
て
い

た
た
め
、
自
身
の
死
後
に
内
縁
の
妻
が
本
件
建
物
か
ら
退
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
る
と
案
じ
て
い
た
事
実
な
ど
か
ら
、

る
旨
の
合
意
の
成
立
が
推
認
さ
れ
る
と
判
示
し
て
い
る

（
最
判
平
成
一

0
・
ニ
・
ニ
六
民
集
五
二
巻
一
号
一
一
五
五
頁
）
。

た
め
に
共
同
で
使
用
し
て
き
た
と
き
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、

一
方
が
死
亡
し
た
後
は
他
方
が
共
有
不
動
産
を
単
独
で
使
用
す

（阪大法学） 66 (6-38) 106ti 

□

flし
続
け
る
こ
と
を
可
能
！

.. 砂

ヽヽ

に
つ
い
て
の
合
意
を
認
い

口
縁
夫
婦
が
居
住
し
て
い

し¥

方
の
単
独
名
義
の
不
動
芹
ー
ロ

f
は
後
に
も
生
存
内
縁
配
偶
じ
口
:



()る内縁配偶者の法的地位について

こ
苗
日
与
し
、

ー
し
廿
ハ

と
え
ば
、
最
判
昭
和

/1 
し＼

口
契
約
書
を
妻
に
交
付
し

しぶ

簡
易
の
引
渡
し
に
よ

八
巻
四
号
六
六
七
頁
は
、

八
”
§
よ
る
撤
回
を
認
め
ず
に
内
ロ

ー□

叫
す
る
権
利
の
保
障
に
つ

＞
る
。

（
五
五

0
条
）
、
生
存
す
る
内
縁
の
妻
が
不
動
産
に
つ
い
て

(
3
)
贈
与

一
方
内
縁
配
偶
者
が
死
亡
し
た
後
の
こ
と
で
も
あ
り
、
容
易
で
は

判
断
を
示
し
て
い
る
。

権
利
が
侵
害
さ
れ
る
も
の

し¥

しぶ

¥
本
件
建
物
を
夫
が
取
得
‘
{
：
ロ

VJ
妻
が
寄
与
を
し
て
い
る
し
□

い
生
活
が

ol/
〈

11

意
に
つ
い
て
は
、

り〉

の
生
活
を
営
ん

内
縁
の
妻
の

し
て
も
、
法
律
ー

価
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
相
続
人
は
、
自
ら
の
死
後
に
は
当
然
内
縁
の
妻
が
本
件
建
物
を
単
独
で
無
償
使
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
、
内
縁
配
偶
者
間
で
そ
の
よ
う
な
合
意
が
黙
示
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
の

こ
の
よ
う
に
、
使
用
貸
借
に
つ
い
て
の
黙
示
の
合
意
の
認
定
は
、

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
神
戸
地
判
平
成
ニ
―
―
•
四
・
ニ
三
判
時
ニ
―
0
八
号
七
七
頁
で
は
、
内
縁
の
妻
が
使
用
貸
借
契
約
の
成

立
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
、
円
満
な
内
縁
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
は
、
使
用
貸
借
契
約
の
合
意
は
通
常
想
定
で
き
な
い
と

し
て
契
約
の
成
立
を
否
定
し
た
。
内
縁
夫
婦
に
お
い
て
、
同
居
し
て
い
た
一
方
名
義
の
不
動
産
に
つ
い
て
使
用
貸
借
契
約
の
成
立
が
認

め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
は
判
例
に
お
い
て
一
定
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

内
縁
の
夫
が
生
前
に
内
縁
の
妻
に
対
し
て
不
動
産
を
贈
与
し
た
と
認
定
し
た
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
前
贈
与
が
書
面
に
よ
ら

な
い
場
合
に
は
、
死
亡
し
た
内
縁
の
夫
の
相
続
人
が
贈
与
を
撤
回
す
れ
ば

の
権
利
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
判
例
は
、
贈
与
が
履
行
済
み
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
で

（
五
五
0
条
た
だ
し
書
）
、
相
続

ー
入
た
家
屋
を
内
縁

い
設
柑
続
人
の
法
律
上

66 (6-39) 1067 [2017. 3 l 



は
、
柑
続
に
よ
る
財
産
爪

lll

)
/
1
 

び

311

、
「
死
亡
に
よ

の
開
始
し
た
遺
産
に
つ

I
 

0
)
。
同
判
決
は
、

い
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、

ー
」
よ
る
遺
産
清
算
の
道
を

□

I
l
j
且
囲
を
区
別
す
る
現
行
法

（
前
掲
最
判
平
成

(
4
)
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用

内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
を

肯
定
す
る
審
判
例
は
、
そ
の
理
由
を
、
財
産
分
与
の
意
義
に
求
め
て
い
る
。

三
一
家
月
四
二
巻
七
号
四
五
頁
）
。

き
で
あ
る
の
は
同
様
で
あ
る
と
し
て
い
る

つ
ま
り
、
財
産
分
与
の
意
義
は
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の

清
算
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
こ
ろ
、
内
縁
関
係
が
生
前
に
解
消
し
た
場
合
で
も
死
亡
に
よ
り
解
消
し
た
場
合
で
も
、
清
算
が
さ
れ
る
べ

（
大
阪
家
審
昭
和
五
八
・
三
．
―
-
三
家
月
三
六
巻
六
号
五
一
頁
、
大
阪
家
審
平
成
元
・
七
・

否
定
す
る
判
例
は
、
そ
の
理
由
を
、
財
産
分
与
制
度
と
相
続
制
度
の
適
用
範
囲
を
区
別
す
る
現
行
法
の
体
系
に
求
め
る

平
成
四
・
ニ
・
ニ

0
家
月
四
五
巻
一
号
一
―

-
0
頁
、
東
京
地
判
平
成
四
・
一
・
三
一
判
夕
七
九
三
号
二
二
三
頁
）
。

与
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
夫
婦
の
離
婚
等
に
よ
る
生
前
解
消
の
事
例
に
限
ら
れ
る
の
に
対
し
、
相
続
法
の
適
用
範
囲
は
、
夫
婦
の
一
方

が
死
亡
し
た
事
例
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
内
縁
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
事
例
に
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
れ
ば
、
財
産
分
与

制
度
と
相
続
制
度
の
適
用
範
囲
の
区
別
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
行
法
の
休
系
を
崩
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た

た
上
で
、
財
産
分
与
制
庁
こ

の
契
機
を
持
ち
込
む
も

（
大
阪
高
判

つ
ま
り
、
財
産
分

引
渡
し
が
終
わ
っ
て
い

(/>

し
ベ
ー
、
よ
、

ヽ

／

9
/
1ノ
ー

内
縁
の
夫
か
ら
内
汀
ol/

れ
て
い
た
事
例
に

ぃ

の
夫
が
死
亡
す
る
ま
で

っ
た
と
し

口
判
断
を
示
し
た
。
ま
た
、

ニ
・
ニ
六
判
時
六

（阪大法学） 66 (6-40) 106k 



()る内縁配偶者の法的地位について

り〉

て
い
な
い
被
祖
続
人
の

化
肉
」
に
よ
り
突
然
内
縁
の
妻

こ
と
は
権
利
の
濫
用
＼

し
て
被
柑
続
人
に
対
ー

本
件
建
物
以
外

て
、
本
件
建
物
を
尺
/
し
〗
‘

l
た
、
前
掲
名
古
屋
地
判
了
以

の
後
の
下
級
審
判
例
で

二
三
・
―
-
．
一
五
判
時
ニ
―
五
四
号
七
五
頁
）
。
同
決
定
に
よ
る
と
、
生
存
内
縁
配
偶
者
は
、
財
産
分
与
請
求
権
を
死
亡
し
た
配
偶

者
の
相
続
人
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
の
類
推
適
用
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い

一
方
が
死
亡
す
る
直
前
に
内
縁
関
係
が
解
消
し
た
場
合
と
死
亡
解
消
の
場
合
と
で
異
な
る
扱
い
を
す
る
こ
と
の
不
均
衡
に
着
目
す

(
8
)
 

れ
ば
、
死
亡
解
消
の
場
合
に
も
影
響
を
与
え
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
掲
神
戸
地
判
平
成
ニ
―
―
•
四
・
ニ
三
の
事
案
で
は
、
死
亡
し
た
内
縁
の
夫
の
相
続
人
（
子
）
が
、
内
縁
の
妻
に
対
し
て
、
内
縁
夫

妻
が
同
居
し
て
い
た
建
物
の
明
渡
し
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
内
縁
の
妻
は
、
本
件
建
物
に
つ
い
て
使
用
貸
借
契
約
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
、
自
身
が
高
齢
で
あ
り
遺
族
年
金
以
外
に
収
入
が
な
い
状
況
で
の
本
件
請
求
は
権
利
の
濫
用
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
裁
判

所
は
、
夫
婦
が
公
然
と
交
際
し
て
生
活
を
共
に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
内
縁
関
係
を
認
め
た
が
、
本
件
建
物
に
つ
い
て
の
使
用
貸

借
契
約
に
つ
い
て
は
、
円
満
な
内
縁
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
は
通
常
想
定
で
き
な
い
と
し
て
成
立
を
否
定
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
件

建
物
を
失
え
ば
内
縁
の
妻
が
生
活
利
益
を
大
き
く
損
な
う
の
に
対
し
、
死
亡
し
た
内
縁
の
夫
の
子
が
得
ら
れ
る
利
益
は
少
な
い
と
し
て

、
内
縁
の
妻

ヘlls>
品
を
認
め
る
と
同
時
に
、

本
件
明
渡
請
求
は
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

(
5
)
権
利
の
濫
用

が
ヽ

人
い
死
亡
し
た
事
例
で
、

り〉

の
が
あ
る
（
大
阪
高
決
~
以

，
に
用
消
し
た
後
、
財
産
分
り

I
I
l
；
~
額
が
定
ま
る
前
に
内
縁
口

ー
た
ぐ
；
内
縁
配
偶
者

て
そ
の
柑
続
人
に
承
継
ど
い

ー
も
な
い
と
判
示
し
た
。

66 (6-41) 1069 [2017. 3 l 



[Ill[ M 

的
規
制
に
踏
み
切
っ
た
ー

あ
る
妻
と
全
く
変
わ
ら
4
□

い
口

つ
配
偶
者
に

い
と
す
る
通
説
に
つ
い

ー／＼ー
1

ば
知
り
な
が
ら
も
柑
続
関
口

ロ
ロ
的
状
況
に
つ
い
て
は
、

い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
口
□

ー
：
人
に
対
す
る
協
力
•
寄
与
□
ロ

明
さ
れ
て
い
る
。

配
偶
者
相
続
権
に
つ
い
て
規
定
す
る
民
法
八
九

0
条
は
、
法
律
婚
配
偶
者
に
の
み
適
用
さ
れ
、
内
縁
配
偶
者
に
類
推
適
用
さ
れ
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
が
遺
言
等
で
内
縁
配
偶
者
に
財
産
上
の
配
慮
を
し
て
い
な

い
限
り
、
生
存
内
縁
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
財
産
を
承
継
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
は
、
内
縁
が
生
前
に
解
消
し
た
場
合
に
は
民
法

七
六
八
条
を
類
推
適
用
し
て
財
産
分
与
に
よ
り
財
産
の
清
算
と
生
活
保
障
を
図
る
解
釈
が
多
く
の
学
説
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
の
と

比
べ
て
、
内
縁
配
偶
者
に
対
し
て
厳
し
い
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
。
相
続
法
に
お
い
て
内
縁
配
偶
者
に
対
し
て
厳
し
い
立
場
が
示
さ
れ

る
背
景
に
は
、
相
続
法
に
お
け
る
圃
一
的
規
律
の
要
請
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
、
相
続
開
始
の
後
、
内
縁
関
係
を
立
証
す

る
の
が
極
め
て
困
難
で
煩
瑣
で
あ
る
、
相
続
関
係
の
確
実
性
は
、
相
続
人
の
み
な
ら
ず
相
続
債
権
者
な
ど
の
第
三
者
に
も
利
益
が
あ
る
、

相
続
に
よ
る
遺
産
の
帰
属
は
取
引
秩
序
に
関
係
す
る
か
ら
内
縁
関
係
の
よ
う
な
外
か
ら
分
か
り
に
く
い
関
係
に
は
相
続
法
上
の
効
果
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
相
続
は
公
の
秩
序
で
あ
る
か
ら
戸
籍
を
基
準
と
し
て
圃
一
的
に
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
説

注
意
す
る
べ
き
は
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
否
定
す
る
通
説
も
、
内
縁
配
偶
者
に
全
く
相
続
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
と
い

(
l
)
民
法
八
九

0
条
の
内
縁
配
偶
者
へ
の
類
推
適
用

学
説

い
と
判
示
し
て
い

る
を
え
な
い
」
が
、

り〉

り〉

（阪大法学） 66 (6-42) 10,(〕



()る内縁配偶者の法的地位について

み
る
点
に
つ
い
て

権
利
行
使
の
祖
手
方
に

し¥

こ
と

い
る
。

人
が
柑
続
権
を
有
す
る
と

は
な
い
が
、
内
縁(19) 

て
い
る
。

(
2
)
扶
養
請
求
権 ば

な
ら
な
」

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

し‘忍

(/>

ー

□

縁
を
準
婚
と
見
る
立
場
か

I' ) 

＇
＞
る
の
が
難
し
い
と
い

5
)
 

(
l
 

い
る
。

つ
ま
り
、

通
説
は
、

め
つ
つ
、
相
続
関
係
の
画
一
的
処
理
の
要
請
か
ら
、
こ
れ
を
実
現
で
き
な
い
の
は
や
む
を
得
な
い
と
す
る
、

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
少
数
説
で
は
あ
る
が
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
準
婚
理
論
に
基
づ
い
て
積
極
的
に
肯
定
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

佐
籐
隆
夫
教
授
は
、
法
律
婚
か
内
縁
か
に
か
か
わ
ら
ず
夫
婦
の
蓄
積
し
た
財
産
を
清
算
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
、
通
説
の
い
う

内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
否
定
す
る
根
拠
と
さ
れ
る
相
続
関
係
の
画
一
的
処
理
の
要
請
に
対
し
て
は
、
内
縁
は
社
会
的
に
夫
婦
と
認
め

ら
れ
た
夫
婦
関
係
で
あ
る
か
ら
、
相
続
人
の
明
確
化
の
要
請
も
満
た
し
て
い
る
、
と
反
論
す
る
。

な
お
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
解
釈
論
上
認
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
相
続
関
係
の
画
一
的
処
理
の
要
請
に
つ
い
て
、
鈴
木
緑
弥

教
授
は
、
相
続
は
取
引
秩
序
に
関
係
す
る
か
ら
外
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
原
則
を
一
応
は
認
め
つ
つ
、
こ
れ

は
「
建
て
前
」
だ
け
で
あ
る
と
の
分
析
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
の
生
前
贈
与
や
遺
言
は
、
外
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
内
縁
に
つ
い
て
だ
け
外
か
ら
み
て
明
ら
か
と
す
る
「
建
て
前
」
に
固
執
す
る
こ
と
が
疑
わ
し
い
と
す
る
。

内
縁
配
偶
者
は
扶
養
請
求
権
を
有
す
る
と
み
て
実
質
的
に
相
続
権
を
有
す
る
こ
と
と
同
様
の
焔
結
を
導
く
解
釈
論
が
有
力
に
主
張
さ

の
保
護
の

前
記
通
説
的
解

m,＇’

）
と
は
不
都
合
で
あ
る
が

り〉

(/>

い
わ
ば
消
極
的
な
否
定
説

、
極
め
て
困
難
で
あ
り

66 (6-43) 1071 [2017.3 



＞
 

「
戸
籍
に
記
載
さ
れ
な
い

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

い
別
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
ー

い
ち
柑
続
人
の
確
定
の

つ
必
要
性
」
は
な
く
、

が
っ
て
処
理
さ
れ
て
い

`
]
速
な
処
理
」
を
期
待
し
、

，
々
口
圃
一
性
の
要
請
を
重
視
」

し¥

て
の
柑
続
事
件
に
つ
い

化
＇
」
解
消
の
際
に
も
、

を
生
存
内
縁
配
偶
者
に
認
め
る
理
論
構
成
を
提
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
扶
養
請
求
権
の
構
成
に
は
、

(22) 

も
の
の
、
解
釈
と
し
て
は
無
理
で
あ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

(
3
)
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用

前
掲
最
判
平
成
一
―
―
•
三
·
1
0
は
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
判
断
を
示
し

て
い
る
。
た
し
か
に
、
同
判
決
が
示
す
よ
う
に
、
財
産
分
与
の
規
定
と
相
続
の
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
現
行
法
の
体
系
上
区
別
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
亡
解
消
に
は
相
続
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
べ
き
で
あ
り
、
財
産
分
与
の
規
定
を
死
亡
解
消
に
類
推
適
用

る

23)

す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
が
、
民
法
の
体
系
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
な
間

題
は
、
な
ぜ
内
縁
の
死
亡
解
消
に
お
い
て
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
民
法
の
体
系
に
忠
実
な
解
釈
を
す
る

①
否
定
説

こ
の
点
に
つ
い
て
、
内
縁
の
死
亡
解
消
へ
の
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
立
場
は
、
相
続
関
係
の
画
一
的
処
理
の
要
請

を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、
相
続
法
制
度
は
、
相
続
人
で
あ
る
配
偶
者
を
法
律
婚
の
配
偶
者
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
相
続
関
係

）
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る

て
い
る
こ
と
と
の
バ

の
分
配
を
受
け
る

iiifiJ

亭
刊
を
行
使
し
う
る
と

）
字
m
武
男
教
授
は
、
判
例

口
口
仏
養
義
務
を
承
継
し
た
祖
frrl
八

似
に
財
産
分
与
規
定
が
類

lfl
叫
[

、
生
存
内
縁
配
偶
者
は
、

の
限
度
に
お
い

（阪大法学） 66 (6-44) 10,'.J 



()る内縁配偶者の法的地位について

、
保
護
が
な
い
と
い

、
財
産
分
与

意
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
分
析
に
基
づ
く
。

る
の
に
、

(30) 

と
主
張
し
、
学
説
[
々

I' ) 

的
処
理
の
要
請
を
重
視
す
る
立
場
に
基
づ
い
て
類
推
適
用
を
否
定
す
る
も
の
と
い
え
る
。

几
亡
解
消
の
場
合
に

1
)
 

(
3
 

い
る
。
第
二
は
、
財
産
分
11ロロロ

"IJ
定
説
の
積
極
的
な
論
拠

死
亡
解
消
の
整
合
性
で

、
「
伯
lj
こ
よ

宵
ロ
ー

を
特
別
な
場
合
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
簡
便
性
が
要
求
さ
れ
る
相
続
と
、
夫
婦
―
一
人
の
間
で
あ
る
か
ら
簡
便
性
よ
り
も
具
体
的
事
情
に

(26) 

基
づ
く
算
定
を
行
う
財
産
分
与
と
で
は
、
そ
の
方
向
性
が
異
な
る
」
と
す
る
指
摘
、
相
続
債
権
者
等
の
利
害
を
考
慮
し
、
圃
一
的
な
処

理
が
要
請
さ
れ
る
相
続
と
、
「
一
切
の
事
情
を
考
慮
」
す
る
財
産
分
与
と
は
別
個
の
制
度
で
あ
る
と
す
る
指
摘
は
、
相
続
関
係
の
画
一

も
っ
と
も
、
類
推
適
用
を
否
定
す
る
立
場
も
、
内
縁
が
死
亡
解
消
し
た
後
に
生
存
内
縁
配
偶
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
べ
き
と
す
る
点

で
は
、
肯
定
説
と
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
、
類
推
適
用
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
内
縁
関
係
に
お
け
る
共
同
生
活
の
実
態
に
即
し
て
、

(28) 

共
有
や
不
当
利
得
の
構
成
に
よ
っ
て
内
縁
配
偶
者
の
利
益
保
護
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。

な
お
、
内
縁
の
死
亡
解
消
へ
の
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
の
に
、
内
縁
を
準
婚
と
と
ら
え
る
こ
と
自
体
へ
の
疑
問
を
(29) 

提
示
し
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
の
両
事
例
に
お
い
て
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
立
場
は
、
内
縁
と
い
う
形
態
を
選
択
し
た
当
事
者
は
、
関
係
解
消
後
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
契
約
や
遣
言
な
ど
の
規
律
を
自
ら
用

②
肯
定
説

に
（
七
六
八
条
二
項
）

こ
の
不
都
合
に
つ
い
て
の

九
一
五
条
）
単
純
承
認
や
爪

止
や
か
に
遺
産
分
割
を
行

た
め
、

4
)
 

(
2
 

の
指
摘
は
、
ま
さ

JLLLJ 

の
要
請
を
重
視
し
た
見
冒

ll
り
口
認
配
偶
者
が
除
斥
期
間
内
口

三
か
月
の
熟
慮
期
旧
口
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）
、
生
存
内
縁
配
偶
者
を
/ifJ

の
確
か
な
法
律
構
成
と
は
い

ol
い
凡
用
貸
借
の
合
意
は
、

し‘

口
因
神
戸
地
判
平
成
ニ
ニ
・
ロ

は
認
め
ら
れ
ず
、
ま

t
、

I

認
め
ら
れ
、
扶
養
の
必
要
性
も
考
慮
し
て
分
与
が
認
め
ら
れ
る
と
の
分
析
か
ら
、
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ

(33) 

て
い
る
。

内
縁
の
死
亡
解
消
時
に
、
生
存
内
縁
配
偶
者
に
財
産
法
上
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
う
る
点
に
つ
い
て
、
否
定
す
る
見
解
は
み
ら
れ
な

い
。
生
存
内
縁
配
偶
者
に
よ
る
貢
献
で
死
亡
内
縁
配
偶
者
の
相
続
財
産
が
増
加
し
て
い
る
場
合
に
不
当
利
得
と
み
て
返
還
請
求
を
認
め

(34)

（

35) 

る
構
成
、
内
縁
関
係
の
継
続
中
に
共
同
で
取
得
し
た
財
産
を
共
有
と
み
て
生
存
内
縁
配
偶
者
の
清
算
を
認
め
る
構
成
、
内
縁
夫
婦
間
に

(36) 

雇
用
契
約
が
あ
っ
た
と
し
て
生
存
内
縁
配
偶
者
が
賃
金
を
相
続
財
産
か
ら
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
る
構
成
な
ど
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

内
縁
配
偶
者
を
相
続
に
お
い
て
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
正
当
性
は
、
判
例
お
よ
び
学
説
が
広
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

争
い
が
あ
る
の
は
そ
の
法
律
構
成
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
法
律
構
成
に
つ
い
て
は
、
内
縁
配
偶
者
を
相
続
に
お

い
て
法
的
に
保
護
す
る
た
め
に
、
個
別
的
な
財
産
法
上
の
解
決
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
判
例
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
共
有
持
分
は

る
法
的
根
拠
と
し
て
の

3
．
分
析

(
4
)
財
産
法
に
基
づ
く
請
求
権

の
で
は
、
生
存
内
縁
丁
閏
uロ

る
の
に
対
し
、

の
清
算
が
よ
り
広
範

IHI

か
ら
、
内
縁
の
死
亡
解
情
Ol/

よ
る
解
決
が
祖
応
し
い

よ
る
解
決
の
妥
当
性
と

財
産
分
与
制
度

財
産
法
の
一
般
的
法
理

の
清
算
と
生
活
保
障
に
凸
ハ

（阪大法学） 66 (6-46) 10,1 



()る内縁配偶者の法的地位について

り〉

ー
＼
か
し
、

ヽ
え
る
。

祖
続
法
に
お
け
ブ
ロ
ロ

(/>

し
て
内
縁
に
対
：

こ
と
は
、

よ
り
柑
続
関
係

い
う
実
際
的
な
n
~

I
:

か
と
考
え
ら
れ
る
。

お
い
て
強
調
さ
れ
て
1澤

お
け
る
画

い
推
適
用
や
配
偶
者
柑
続
誓

規
律
の
要
請
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
相
続
法
に
お
け
る
画
一
的
規
律
の
要
請
と
い
う
場
合
に
具
体
的
に
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、

内
縁
関
係
の
困
難
な
認
定
を
回
避
す
る
こ
と
、
対
第
三
者
と
の
関
係
で
取
引
の
安
全
を
図
る
こ
と
な
ど
、
想
定
す
る
場
面
に
よ
り
異
な

る
目
的
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
相
続
関
係
の
明
確
か
つ
迅
速
な
処
理
と
い
う
実
際
的
な
目
的
で
あ
る
と
い

は
、
財
産
分
与
の
規
定
の
内
縁
の
死
亡
解
消
へ
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
論
拠
と

し
て
、
相
続
関
係
の
圃
一
的
処
理
を
挙
げ
る
通
説
と
は
異
な
り
、
財
産
分
与
制
度
と
相
続
制
度
の
「
異
質
」
性
を
挙
げ
て
い
る
。
た
し

か
に
、
民
法
の
体
系
上
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
と
が
分
け
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
両
制
度
は
「
異
質
」
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夫
婦
間
の
財
産
清
算
や
生
活
保
障
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

両
制
度
は
完
全
に
同
質
と
い
え
る
。
ま
た
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
と
が
分
け
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
民
法
の
体
系
を

崩
す
こ
と
が
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
相
続
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
法
的
保
護
の
必
要
性
と
正
当
性
に
か
ん

が
み
て
、
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
ま
で
は
い
い
が
た
い
。
な
ぜ
民
法
の
体
系
に
固
執
し
て
類
推
適
用
を
否
定
す
る
の
か
と
い
う
実
質
的

な
根
拠
が
さ
ら
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
最
高
裁
が
財
産
分
与
の
規
定
の
内
縁
の
死
亡
解
消
へ
の
類

と
こ
ろ
で
、
前
掲
最
判
平
成
一
―
―
•
三

·
1
0

し
あ
る
が
、
内
縁
配
偶
者

ーロてい□
定
す
る
論
拠
と
し
て
主

I' ) 

5

、
祖
続
法
に
お
け
る
画

□

る
べ
き
か
に
つ
い

な
る
。
学
説
に
お
い
て
、

と
自
体
を
否
定
す
る
有
JIIII□

）
で
、
内
縁
配
偶
者
に
、

り〉

の
、
祖
続
に
準
じ
た
昌
I
ー
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し
述
の
よ
う
に
、
解
釈
論
ー

拠
と
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
い
て
の
黙
示
の
合
意
を
認
定
し
た
り
す
る
た
め
に
、
ま
た
権
利
の
濫
用
と
構
成
す
る
た
め
に
、
事
実
関
係
を
詳
細
に
認
定
す
る
労
を

費
や
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
相
続
関
係
の
明
確
か
つ
迅
速
な
処
理
が
図
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
仮
に
、
内
縁
に
相
続

に
準
じ
た
扱
い
を
認
め
て
い
れ
ば
、
財
産
分
与
や
相
続
に
よ
り
あ
る
程
度
明
確
か
つ
迅
速
な
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
明
確
と

は
い
い
が
た
い
、
贈
与
の
履
行
済
み
や
使
用
貸
借
の
黙
示
の
合
意
を
認
定
し
、
あ
る
い
は
権
利
の
濫
用
と
構
成
す
る
労
を
費
や
す
必
要

さ
ら
に
、
相
続
法
に
お
け
る
画
一
的
規
律
の
要
請
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
相
続
に
お
い
て
は
、
生
前
贈
与
や
遣
言
な
ど
外

観
か
ら
不
明
確
な
こ
と
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
内
縁
に
つ
い
て
だ
け
画
一
的
解
決
を
強
調
す
る
の
が
不
公
平
で
あ
る
と
す
る
疑

(37) 

間
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
内
縁
は
社
会
的
に
夫
婦
と
認
め
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
縁
配
偶
者
に
相
続
権
を
与
え
て

(38) 

も
、
相
続
人
の
明
確
化
の
要
請
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
相
続
法
に
お
け
る
圃
一
的
規
律
の
要
請
は
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
に
準
じ
た
扱
い
を
否
定
す
る
決
定
的
な
論

、
財
産
分
与
の
規
定
を
内
ロ

が
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ol□

IIJ例
を
み
る
と
、

お
け
る
画
一
的
規

fful

お
け
る
画
一
的
規
庁

こ
と
も
認
め

｀
ー
瓜
権
を
認
め
る
こ
と
が

の
法
的
地
位
に
つ
，
t
.

た
め
に
、

しl

て
い
る
の
は
、
祖
続
関
尺

11"□
9

口
八
い
い
な
い
こ
と
に
も
な
り
得
-
'□

／
巫
高
裁
の
立
場
で
あ
り
、

び
通
説
の
立
場
で

し
／
／
晶
認
定
し
た
り
、
使
用
貸

m

で
あ
る
と
い
え
る
。

い
こ
示
さ
れ
る
。
上
述
の
よ
f

[
ノ

（阪大法学） 66 (6-48) 10い~）



()る内縁配偶者の法的地位について

の
点
を
め
ぐ
っ
て
、

I
t
)

、

1,~ 

「
内
縁
継
続
中
に

(41) 

て
い
る
。

しl

内
縁
の
死
亡
解
消
に

他
方
に
生
存
配
偶
者
の

こ
認
む
べ
き
か
」
の
問
題

法
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

す
る
の
が
無
理
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
相
続
法
の
画
一
的
な
規
律
の
要
請
は
、
内
縁
配
偶
者
に
対
す
る
相

続
権
類
似
の
権
利
の
付
与
を
否
定
す
る
決
定
的
な
根
拠
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
立
法
論
上
も
、
内
縁
配
偶
者
に

相
続
権
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
緑
弥
教
授
は
、
立
法
論
と
し
て
、
あ
る
程
度
以
上
明
確
な
内
縁

(39) 

配
偶
者
に
は
相
続
権
を
認
め
つ
つ
、
取
引
の
安
全
は
権
利
外
観
理
論
な
ど
に
よ
り
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、
相
続
法
の
画

一
的
な
規
律
の
要
請
に
対
応
し
た
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
内
縁
配
偶
者
に
相
続
権
を
認
め
る
立
法
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
と
り

わ
け
相
続
法
改
正
の
議
論
が
行
わ
れ
た
際
に
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
相
続
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
内
縁
配

偶
者
の
相
続
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
か
に
着
目
し
て
、
相
続
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
立

1
．
法
制
審
議
会
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
の
仮
決
定
お
よ
び
留
保
事
項
を
め
ぐ
る
議
論

昭
和
二
九
年
に
法
務
省
は
法
制
審
議
会
を
中
心
と
し
た
民
法
改
正
に
つ
い
て
の
検
討
を
開
始
し
、
親
族
編
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
四

(40) 

年
七
月
に
法
制
審
議
会
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
の
仮
決
定
お
よ
び
留
保
事
項
が
公
表
さ
れ
た
。
同
委
員
会
が
公
表
し
た
留
保
事
項

し
て
、

よ
び
正
当
性
は
ほ
と
ん
い
Ol/

い
学
説
が
こ
れ
を
支
持
ー

しl

る
あ
る
い
は
財
産
り
ー
し
：
〗

し
ゾ
柑
続
権
類
似
の
権
利
を
lfJ)

た
だ
、
主

内
縁
の
死
亡
解
消
時
に

い
要
請
に
反
す
る
と
い
う

の
生
活
保
障
の

66 (6-49) 1077 [2017. 3 ] 



の
を
何
と

離
婚
の
際
の

で
規
定
す
れ
ば
、

／
；
お
、
同
座
談
会
で
は
、

で
あ
る
法
務
省
の

(/>

し
て
は
、
配
偶
者

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
ブ
□

後
、
内
縁
関
係
が
家
庭
裁
判
所
で
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
が
、
内
縁
配
偶
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
き
の
相
続
権
に
つ
い
て
は
現
行
法
上
根
拠
が
な
い
の
で
、
む
し
ろ
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権

に
つ
い
て
は
規
定
を
置
く
べ
き
で
あ
る
、
第
二
に
、
現
行
法
は
、
夫
婦
の
共
同
の
財
産
の
清
算
を
、
離
婚
時
は
財
産
分
与
に
含
め
、
死

亡
時
は
相
続
に
含
め
て
い
る
が
、
財
産
分
与
の
内
容
を
明
確
に
し
て
共
同
財
産
の
清
算
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
死
亡
の
場
合
の

相
続
で
も
清
算
を
独
立
さ
せ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
内
縁
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
も
生
前
解
消
の
場
合
と
同
様
に
清
算
を
観
念
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
第
三
に
、
内
縁
関
係
を
保
護
す
る
場
合
に
、
生
前
解
消
の
場
合
は
こ
れ
を
認
め
て
も
法
律
婚
主
義
と
矛
盾
し
な

い
と
す
る
の
に
、
死
亡
解
消
の
場
合
は
相
続
権
に
準
ず
る
も
の
を
認
め
れ
ば
法
律
婚
主
義
と
矛
盾
す
る
、
と
区
別
す
る
必
要
性
は
な
い

こ
れ
に
対
し
て
、
青
山
道
夫
教
授
は
、
内
縁
配
偶
者
に
相
続
権
を
与
え
る
こ
と
が
法
律
婚
に
相
続
権
を
与
え
る
と
す
る
原
則
と
矛
盾

(44) 

す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
内
縁
配
偶
者
の
一
方
が
死
亡
し
た

一
定
期
間
は
婚
姻
届
を
す
る
こ
と
を
認
め
、
法
律
婚
を
前
提
と
し
て
妻
の

相
続
権
を
認
め
る
こ
と
で
、
法
律
婚
に
の
み
相
続
権
を
与
え
る
と
す
る
原
則
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
財
産
分
与
規
定
を
内
縁
の
死
亡
解
消
に
も
拡
張
し
て
適
用
す
れ
ば
、
内
縁
の
妻
に
相
続
権
を
与
え
な
く
て
も
、
妻
の
財
産
権
を

口
判
例
で
も
あ
る
程
度
認
め

し＼

て
規
定
を
置
か
な
く
て
｀
し

内
縁
配
偶
者
の
柑
続
権
[
」

正
当
性
を
三
つ

に
、
不
当
破
棄
に
お
け

八
/
婚
主
義
と
の
対
立
で
あ

で
の
民
法
改
正
の
審
議
4
と

(42) 

で
は
、

（阪大法学） 66 (6-50) 10,k 



()る内縁配偶者の法的地位について

つ

v' 

こ
占
m

よ、
•9 

ふー
i

‘

 

柑
続
人
不
存
在

し
て
も
、
同
制
度
に
よ
り
、

ロ
〈
二
法
律
婚
と
矛
盾
す
る
も
の

い
え
る
。
し
か
し
、

め
ぐ
っ
て
は
、
内
縁
配
偶
言

ロ
場
合
に
限
ら
れ
、
法
律
誓
Ol/

しl

ょ、
,

9

 

は
な
い
か
ら
、

特
別
縁
故
じ□

口

内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
七
年
に
施
行
さ
れ
た
特
別
縁
故
者
制
度
の
創
設
の
際
に
再
び
検
討
さ
れ
て
い
る
。
特

別
縁
故
者
制
度
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
不
存
在
の
事
例
で
相
続
財
産
を
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
相
続
人
以
外
の
者
で

(47) 

ふ
さ
わ
し
い
者
に
財
産
を
取
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
説
明
が
さ
れ
、
具
体
例
と
し
て
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
内
縁
の
妻
で

(48) 

あ
っ
た
。

前
述
「
1
」
の
留
保
事
項
の
議
論
と
異
な
り
、
内
縁
配
偶
者
が
特
別
縁
故
者
と
し
て
相
続
財
産
を
取
得
で
き
る
の
は
、
相
続
人
不
存

2
．
特
別
縁
故
者
制
度
の
創
設
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
議
論

ま
た
、
仮
決
定
お
よ
び
留
保
事
項
の
公
表
を
受
け
て
、
高
梨
公
之
教
授
は
、
内
縁
配
偶
者
に
相
続
権
類
似
の
権
利
を
与
え
る
と
、
内

縁
と
婚
姻
の
差
が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
、
当
事
者
が
「
い
わ
ば
内
縁
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
」
事
態
も
想
定
さ
れ
る
と
し
、
内
縁
を

保
護
す
る
よ
り
も
、
内
縁
を
届
出
婚
に
転
化
さ
せ
る
配
慮
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
、
法
律
婚
主
義
の

尊
重
か
ら
内
縁
配
偶
者
に
対
す
る
相
続
権
類
似
の
権
利
の
付
与
を
否
定
す
る
立
場
が
み
ら
れ
る
。

が
で
き
る
。

り〉

J
え
る
こ
と
に
つ
い
て
強
い

い
た
こ
と
を
確
認
す
る

、
柑
続
に
お
い

正
当
性
は
認
→
〗
〗

ヘー
I

＼
法
律
婚
同
様
に
な
る
の
て
¥

で
と
同
様
に
判
例
に
任
Il、

の
建
て
前
を
守
る
こ

(45) 

、
と
発
言
し
て
い
る
。
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の
よ
う
に
、

特
別
縁
故
苫

rIS:＇

に
よ
っ
て
槃
い

の
受
け
る
分
与
は
祖
i

ロロぃ

る
処
分
は
あ
き
ら
か

の
点
に
つ
い
て
は
、

工
続
人
の
範
囲
を
内
縁
配
罰
~
：

し
て
財
産
の

に
内
縁
の
妻
が
祖
続
権

t/

I
3
,

、
ヽ

叫

::LJカ
＇
？
も
の
を
取
得
す
る
と
み

（②） 

で
あ
る
。

い
権
利
で
は
な
い
と
さ
れ
、

0
よ
う
な
場
合
に
は
即
時
且
勺
11

れ
ま
で
通
り
限
定
し
つ
つ
、
相
続
人
が
い
な
い
場
合
に
の
み
相
続
財
産
の
適
切
な
分
配
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
、
内
縁
の
妻
に
相
続
権
を

(49) 

与
え
た
り
、
相
続
権
に
準
ず
る
も
の
を
与
え
た
り
す
る
制
度
と
は
み
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
同
制
度
の
創
設
に

関
し
て
は
、
内
縁
の
妻
に
相
続
権
ま
た
は
相
続
権
に
準
ず
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
、
法
律
婚
主
義
と
の
矛
盾
を
警
戒
す
る
意

(50) 

識
が
強
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

6
 
6
 
6
 

学

ま
た
、
②
の
点
に
つ
い
て
、
特
別
縁
故
者
で
あ
る
内
縁
配
偶
者
に
よ
る
財
産
分
与
の
取
得
を
認
め
る
法
律
構
成
に
つ
い
て
、
財
産
分
虹

(51)

阪

与
は
特
別
縁
故
者
の
権
利
で
は
な
く
、
家
庭
裁
判
所
の
広
い
裁
量
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
恩
恵
的
な
分
与
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
（

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
内
縁
の
妻
に
対
し
て
恩
恵
的
な
残
存
財
産
の
分
与
し
か
認
め
な
い
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
相
続
権

(52) 

類
似
の
財
産
権
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
反
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
恩
恵
か
財
産
権
か
と
い
う
原
則
に
関
す

る
問
題
を
立
て
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
、
相
続
財
産
を
分
与
す
べ
き
か
否
か
お
よ
び
そ
の
額
・
種
類
等
は
す
べ
て
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
に

基
づ
く
審
判
で
形
成
さ
れ
る
と
い
う
限
り
で
は
、
内
縁
の
妻
に
権
利
を
認
め
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
分
与
は
恩
恵
の
性
質
を
も
っ
と
い

(53) 

っ
て
よ
い
と
の
説
明
に
よ
り
一
応
の
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
恩
恵
だ
か
ら
と
い
っ
て
内
縁
の
妻
の
立
場
が
軽
視
さ
れ
て
い

る
と
み
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
内
縁
の
妻
が
分
与
の
請
求
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
当
の
理
由
な
し
に
請
求
を
却
下
し
て
夫
婦
の

(/>

i
'

災
分
く
、
祖
続
人
の
範
囲
亭
砂

び
、
同
制
度
に

108(、）



()る内縁配偶者の法的地位について

い
こ
と
と

I
:雑
な
問
題
が
生
じ
、

こ
の
考
え
を
支
持
：

(/>

お
い
て
柑
続
人
旦
パ

rrj
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

の
問
題
に
つ
い
て
は
、

よ、
,

9

 

3
．
寄
与
分
制
度
の
創
設
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
議
論

と
え
ば
、
特
別
縁
故
者
制
度
に
よ
っ
て
内
縁
配
偶
者
が
相
続
財
産
の
分
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
他
に
相
続
人
が
い
な
い
場
合

(553) 

だ
け
で
あ
る
か
ら
、
内
縁
の
妻
の
問
題
を
全
面
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
な
ど
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
の
学
説
に
よ

っ
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
審
判
例
の
分
析
か
ら
、
立
法
当
初
予
想
さ
れ
て
い
た
内
縁
の
妻
へ
の
分
与
例
は
極
め
て

少
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
五
年
に
創
設
さ
れ
た
寄
与
分
制
度
の
立
法
段
階
に
は
、
内
縁
配
偶
者
に
よ
る
寄
与
分
の
主
張
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

重
要
な
検
討
事
項
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
。
寄
与
分
制
度
の
創
設
を
含
む
民
法
改
正
の
中
間
報
告
で
は
、
寄
与
者
の
範
囲
に
内
縁
の

妻
等
の
相
続
人
以
外
の
者
を
含
め
る
べ
き
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
も
の
の
、
寄
与
分
制
度
が
相
続
人
間
の
公
平
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

(58) 

す
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
内
縁
の
妻
等
の
相
続
人
で
は
な
い
者
を
制
度
の
対
象
外
と
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
内
縁
配

偶
者
を
寄
与
分
制
度
の
対
象
と
す
る
か
否
か
の
議
論
は
、
法
律
婚
主
義
と
の
矛
盾
な
ど
の
民
法
の
原
則
に
関
す
る
間
題
よ
り
も
、
迅
速

な
遺
産
分
割
手
続
の
妨
げ
に
な
る
か
否
か
と
い
う
実
務
上
の
間
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

の
者
を
含
め
る
こ
と

の
者
を
寄
与
分
制
度

特
別
縁
故
者
制
度
に
よ

る

I' ) 

試
判
的
に
み
ら
れ
て
い
る

矛
盾
し
な
い

。
し
か
し
、
上
述
の

こ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、

内
縁
配
偶
者
の
受
け

に
過
ぎ
な
い
と
説
明
、
{
:
ロ

口
砂
配
偶
者
の
法
的
地
位
が
］
□

/
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る
こ
と
を
提
案
ヽ
{
:
ロ

(67) 

い
旦
n
l
l
ヽ
芋
方
法
を
考
案
す
る
。

し
か
し
、
寄
与
分
を
相
続
人
に
限
定
す
る
立
法
に
は
、
内
縁
配
偶
者
等
の
非
相
続
人
の
相
続
に
お
け
る
法
的
地
位
を
保
障
す
る
必
要

性
と
正
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
く
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
右
近
健
男
教
授
は
、
寄
与
分
の
法
的
性
質
を
不
当

利
得
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
寄
与
者
は
相
続
人
に
限
定
さ
れ
な
い
と
し
、
相
続
人
と
非
相
続
人
と
の
衡
平
を
図
る
必
要
性
か
ら
非
相
続

(63) 

人
の
寄
与
の
清
算
に
つ
い
て
立
法
上
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
伊
東
す
み
子
弁
護
士
は
、
寄
与
分
が
家
族
的
労
働
か
ら
生

ず
る
財
産
関
係
の
清
算
の
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
相
続
権
の
有
無
に
よ
る
区
別
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
非
相
続
人
で
あ
る
寄

(64) 

与
者
こ
そ
よ
り
厚
い
保
障
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
鍛
冶
千
鶴
子
弁
護
士
は
、
実
際
上
、
共
同
相
続
人
で
は
な

い
者
に
は
寄
与
分
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
財
産
法
的
な
処
理
が
難
し
い
と
い
う
現
状
を
考
え
る
と
、
大
き
な
不
公
平
感
を
当
事

(65) 

者
が
持
つ
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

問
題
は
、
内
縁
配
偶
者
等
の
非
相
続
人
に
寄
与
分
の
主
張
を
認
め
る
場
合
に
、
遣
産
分
割
手
続
の
遅
延
等
の
実
務
上
の
問
題
に
ど
う

対
処
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
右
近
教
授
は
、
非
相
続
人
に
よ
る
寄
与
の
清
算
を
認
め
て
も
、
「
寄
与
者
の
範
囲
が
と

く
に
不
明
確
に
な
る
と
も
、
ま
た
手
続
が
と
く
に
複
雑
に
な
る
と
も
思
わ
れ
な
い
」
と
の
考
え
を
示
す
。
そ
し
て
、
手
続
上
の
問
題
に

の
適
用
範
囲
を
、

{
う
に
す
る
こ
と
、
寄
与
バ
刀

非
祖
続
人
に
寄
与
分
制
'
」
'
,
丁
]

い
て
、
遺
産
分
割
手
続
と

口
”
り
心
手
続
を
設
定
し
つ
つ
、

一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

o
l

□

I
I
J定
を
ま
か
さ
れ
る
実
務
の
間
／
〗

柑
続
人
以
外
の
者

し
て
も
、
遺
産
分
割

(62) 

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、

ol
又
」
に
寄
与
分
を
認
め
る
と
、

口
停
止
す
る
必
要
が
生
ず
-'n

(60) 

い
こ
と
、
ま
た
、

(61) 

こ
と
、
柑
続
に
準
ず
八
冒

（阪大法学） 66 (6-54) 108>



()る内縁配偶者の法的地位について

り
配
を
受
け
る
こ
と
が

の
問
題
が
提
示
さ
か

こ
れ
ま
で
の
祖
続
法
改
□

ら
、
遣
産
分
割
手
続
と
は
別
に
寄
与
分
に
関
す
る
手
続
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
以
上
の
遣
産
分
割
手
続
と
寄
与
分
の

手
続
を
分
離
す
る
提
案
と
は
異
な
り
、
内
縁
配
偶
者
を
利
害
関
係
人
と
し
て
遺
産
分
割
審
判
に
参
加
さ
せ
る
可
能
性
も
提
示
さ
れ
て
い

(68) 
る。

議
論
を
経
て
、
最
終
的
に
は
非
相
続
人
の
寄
与
分
に
つ
い
て
は
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
加
籐
一
郎
教
授
は
、

手
続
の
間
題
を
強
調
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
非
相
続
人
を
遣
産
分
割
に
引
き
入
れ
る
方
法
を
考
え
る
か
、
遣
産
分
割
と
別
に
相
続

人
に
対
す
る
寄
与
分
請
求
の
手
続
を
設
け
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遣
産
分
割
に
加
え
る
に
は
非
相
続
人
の
請
求
を
待
た

共
同
相
続
人
全
員
に
請
求
す
る
の
か
、

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
遣
産
分
割
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
遺
産
分
割
と
別
に
寄
与
分
請
求
を
認
め
る
場
合
に
は
、
(69) 

い
つ
ま
で
寄
与
分
の
請
求
を
み
と
め
る
か
な
ど
の
面
倒
な
問
題
が
生
ず
る
と
説
明
し
て
い
る
。

急
速
な
高
齢
化
と
家
族
の
多
様
化
に
よ
り
、
相
続
法
の
意
義
と
し
て
生
存
高
齢
配
偶
者
の
生
活
保
障
や
財
産
の
清
算
に
比
重
が
置
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
相
続
法
制
度
を
見
直
す
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
七
年
四
月
よ
り
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）

と
題
す
る
項
目
の
も
と
-
¥

の
下
で

に
て
祖
続
法
改
正
が
検
□

ご，い

内
縁
配
偶
者
の

こ
遺
産
の
形
成
ま
た

ー
エ
続
人
以
外
の
者
の
貢
献
口

4
．
平
成
二
七
年
以
降
の
相
続
法
改
正
に
お
け
る
議
論

~
馴
に
行
え
る
よ
う
に
す
る

し＼

も
っ
と
も
、
寄
与
分
は
雷
IIJ

い
具
体
的
な
権
利
と
な
ら
な
い

に
祖
続
開
始
か
ら
二
年
間
ol/

こ
、
さ
ら
に
、
寄
与
分
を

、
遺
産
分
割
を
寄
与
分
＼

柑
続
人
に
準
ず
る
者
に
閃
＇
」
ー

い
実
上
の
養
子
の
よ
う
に

m

、
ま
た
、
寄
与
分
の
請
人
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杯
げ
を
遺
産
分
割
に
参
加
さ
凸

に
対
す
る
金
銭
請
求
字
〕
lj□

い

叫
求
期
間
に
制
限
を
設
け

遺
産
分
割
が
長
期
化
す
-
’
□

)

]

）

)

る
と
内
縁
配
偶
者
も
請
工
什
冒

異
な
り
、
考
慮
す
べ

ー
員
柑
続
人
の
子
の
配
偶
者
4

：ロ

さ
れ
、
被
相
続
人
に
介
護
な
ど
で
貢
献
し
た
息
子
の
妻
（
嫁
）
あ
る
い
は
、
娘
の
夫
（
婿
）
な
ど
が
典
型
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
相
続
人
以
外
の
者
が
遺
産
の
分
配
を
求
め
る
場
合
の
問
題
と
し
て
、
相
続
紛
争
が
複
雑
化
、
長
期
化
す
る
と
い
う
点
が
強
調

(74) 

さ
れ
、
権
利
者
を
一
定
の
範
囲
の
者
に
限
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
の
指
摘
を
受
け
て
、
第
七
回
会
議
で
は
、
考
慮
す
べ
き
非
相
続
人
を
、
「
被
相
続
人
の
直
系
血
族
若
し
く
は
そ
の

(75) 

配
偶
者
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
相
続
人
で
な
い
者
」
に
限
定
す
る
提
案
が
さ
れ
、
別
案
と
し
て
「
被
相
続
人
の
直
系
血
族
若
し
く
は

そ
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
相
続
人
で
な
い
者
」
に
限
定
す
る
案
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
に
よ
る
と
、
内
縁
配
偶
者
は
対
象
外
と

(77) 

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
請
求
権
者
が
そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
第
一

0
回
会
議
で
は
、

現
行
相
続
法
制
度
に
お
い
て
相
続
人
が
形
式
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
実
質
的
な
不
平
等
を
是
正
す
る
こ
と
を
徹
底
し

た
場
合
に
、
被
相
続
人
と
の
身
分
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
、
寄
与
者
へ
の
分
配
を
優
先
し
、
残
余
財
産
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
と
す

(78) 

る
考
え
が
あ
り
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

平
成
二
八
年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
で
は
、
請
求
権
者
の
範
囲
を
「
二
親
等
内
の

親
族
で
相
続
人
で
な
い
者
」
に
限
定
す
る
甲
案
と
、
請
求
権
者
の
範
囲
を
限
定
せ
ず
、
寄
与
の
対
象
と
な
る
行
為
を
無
償
の
労
務
の
提

し
て
、
二
案
と
も
、

□

’
§
限
定
す
る
乙
案
の

9

ハ
得
る
。
そ
し
て
、

は
、
考
慮
す
べ

い
が
、
被
柑
続
人
と
の
間
い

が
対
象
と
な

ー□

え
ば
、
柑
続
人
の

し
て
、
内
縁
配
偶
者
が
主
~
j

て
い
な
い
。
同
部
会
｀

(72) 

さ
れ
、
第
三
回
会
議
で
，
い

（阪大法学） 66 (6-56) 1081 



()る内縁配偶者の法的地位について

い
う
民
法
の
原
則
[
」

法
的
地
位
を
保
障
す
る
i

ー／

j

／ロ

こ
く
む
し
ろ
、
内
縁
配
偶
苫

い
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ

，
に
基
づ
く
手
続
の
煩
雑
さ
）
＇
い

は
も
は
や
法
律
婚
主
人
し

ー

1'□

産
的
な
保
障
を
す
る
こ

り〉

：
／
四
が
祖
続
に
お
け
る
内
縁
工
忙

一
貰
し
て
、
相
続
の
際
に
内
縁
配
偶
者

相
続
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
に
お
け
る
法
的
地
位
に
関
す
る
議
論
で
は
、

当
初
、
法
律
婚
主
義
と
の
対
立
の
問
題
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
遺
産
分
割
手
続
の
遅
延
な
ど
の
実
務
上
の
間
題
が
重
視
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三

0
年
代
に
公
表
さ
れ
た
身
分
法
小
委
員
会
の
仮
決
定
お
よ
び
留
保
事
項

や
特
別
縁
故
者
制
度
の
創
設
に
関
し
て
行
わ
れ
た
議
論
で
は
、
内
縁
配
偶
者
に
相
続
権
ま
た
は
相
続
権
類
似
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
に

つ
い
て
、
法
律
婚
主
義
と
の
対
立
が
重
大
な
障
壁
と
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
特
別
縁
故
者
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
内
縁
配
偶

者
は
相
続
人
で
は
な
く
、
相
続
権
に
準
ず
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
分
与
は
権
利

で
は
な
く
恩
恵
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
内
縁
配
偶
者
に
対
し
て
相
続
法
上
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
極
め
て
慎
重
な

立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
昭
和
五

0
年
代
の
寄
与
分
制
度
の
創
設
に
際
し
て
内
縁
配
偶
者
を
制
度
の
対
象
と
す
る
か
否

か
が
議
論
さ
れ
た
と
き
に
は
、
法
律
婚
主
義
と
の
対
立
よ
り
も
む
し
ろ
遺
産
分
割
手
続
の
煩
雑
さ
な
ど
の
問
題
が
重
視
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
相
続
法
改
正
の
議
論
を
通
じ
て
、
結
局
、
内
縁
配
偶
者
は
、
相
続
人
不
存
在
と
い
う
限
定
的
な
場
合
に
の
み
特
別
縁
故

者
制
度
に
お
い
て
財
産
分
与
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
に
お
け
る
法
的
地
位
が
十
分
に

保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
相
続
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
、

て
き
た
こ
と

分
析

さ
れ
て
い
る
。
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口
は
、
第
一
に
、

(/>

事
実
婚
配
偶
者
が
、

つ
い
て
の
規
定
や
夫
冒
り
尺

」
こ
事
実
婚
に
類
推
適
用
す
-'n

¥
主
へ
婚
の
死
亡
解
消
に
つ
い

B
G
B
一
九
三
一
条
尺

で
は
な
く
、
配
偶
者
□

ill

(81) 

ー
こ
と
す
る
の
が
判
例
お
よ

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
内
縁

(
n
i
c
h
t
e
h
e
l
i
c
h
e
L
e
b
e
n
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

非
婚
生
活
共
同
体
、
事
実
婚
な
ど
の
訳
が
一
般
的
で
あ

る
。
以
下
で
は
事
実
婚
と
記
述
す
る
。
）
に
対
し
て
は
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
に
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
日
本
に
比
べ

(80) 

て
か
な
り
厳
し
い
立
場
を
示
し
て
い
る
。

四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶
者
の
相
続
法
上
の
地
位

す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
提
案
が
参
考
に
な
る
。
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
相
続
法
改
正
で
は
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
に
お
け
る
法
的

地
位
に
つ
い
て
中
心
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
成
―
一
七
年
に
公
表
さ
れ
た
中
間
試
案
で
は
、
相
続
に
お
け

る
非
相
続
人
（
乙
案
に
よ
る
と
内
縁
配
偶
者
も
含
ま
れ
る
）

の
貢
献
を
考
慮
す
る
た
め
の
立
法
案
と
し
て
、
非
相
続
人
は
遣
産
分
割
の

当
事
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
相
続
人
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
請
求
に
期
間
制
限
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
、
内
縁
配
偶
者
等
を
相
続
に
お
い
て
配
慮
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
の
間
題
を
回
避
す
る
た
め
の
考
慮
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
相
続
法
改
正
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
手
続
の
間
題
へ
の
対
策
が
立
て
ら

れ
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
に
つ
い
て
の
立
法
の
障
壁
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
立
法
論
の
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
。

議
論
を
通
じ
て
、

1

1

3

権
利
を
保
障
す
る
場
合
い

の
問
題
を
で
き
る
だ
け
口
凡

口
い
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
古
八
[
'
’

は
、
こ
れ
ま
で

炉
ぐ
）
実
務
上
の
問
題
で
あ
る
！
—
い

し
す
る
。
そ
し
て
、
手
続
の

）
／
ヽ
、
手
続
の
問
題

内
縁
配
偶
者
の
柑
続
に

if 

＼
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()る内縁配偶者の法的地位について

＼）よ、

o
i
 

ど
；
る
。

事
実
婚
配
偶
者
が
竺

111lIt
八

お
け
る
、

ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に

な
が
ら
、
例
外
的
な
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
、
遺
産
へ
の
持
分
を
事
実
婚
配
偶
者
に
与
え
る
余
地
を
指
摘
す
る
。
と

く
に
、
事
実
婚
配
偶
者
と
、
死
者
の
遠
い
親
戚
と
が
相
続
財
産
に
お
い
て
競
合
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
事
実
婚
配
偶
者
が
相
続
財
産
を

取
得
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
国
庫
に
相
続
財
産
が
帰
属
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
遣
産
へ
の
持
分
を
事
実
婚
配
偶
者
に
与
え
て
も
よ
い

口
祖
続
法
上
の
配
慮
の

お
い
て
は
、
婚
姻
の
法
的
効
果
を
当
事
者
が
望
ん
で
い
な
い
か
ら
、

し¥

の
報
償
で
あ
る
。

。
と
り
わ
け
重
視
さ
れ

し＼

一
般
的
に
は
事
実
婚
を
相
続
法
上
考
慮
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
し

(83) 

い
と
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
―
[

4
)
 

(
8
 

み
る
こ
と
が
で
き
、
遺
―
―
ー

）
こ
と
を
黙
示
的
に
表
示
し

(85) 

八
砂
）
と
、
第
三
に
、
柑
続
法
~

〈

86)

保
護
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
婚
関
係
が
い
つ
存
在
し
た
か
の
認
定
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

事
実
婚
配
偶
者
が
債
務
法
上
ま
た
は
物
権
法
上
の
請
求
権
を
持
つ
こ
と
は
学
説
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
例
は
、

(88) 

特
別
な
事
例
に
お
い
て
し
か
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
事
実
婚
配
偶
者
の
相
続
に
お
け
る
法
的
地
位
が
判
例
上
き
わ
め
て

れ
る
。
ド
イ
プ
ラ
ー

弱
い
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
事
実
婚
配
偶
者
の
相
続
に
お
け
る
法
的
地
位
を
強
化
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
み
ら

(89) 

(
D
a
u
b
l
e
r
)

は
、
ド
イ
ツ
民
法
上
の
法
定
相
続
人
よ
り
も
、
被
相
続
人
と
緊
密
な
関
係
を
持
ち
、
人
的
な
犠
牲

を
被
相
続
人
の
た
め
に
払
っ
た
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
無
意
味
で
あ
る
と
の
評
価
を
与
え
る
の
は
正
当
で
は
な
く
、
ま
た
そ

(90) 

の
よ
う
な
者
の
扱
い
に
つ
い
て
、
全
て
を
被
相
続
人
の
自
由
な
終
意
処
分
に
委
ね
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
、
事
実
婚
を
は
じ
め
と

(91)

（

92) 

す
る
事
実
上
の
家
族
を
相
続
法
上
考
慮
す
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ポ
ル
ト

(
L
e
i
p
o
l
d
)

は
、
事
実
婚
に

死
亡
時
に
、

っ
て
財
産
の
清
算
を
図
-'I

〕
／
ぃ
者
が
祖
続
法
上
の

しぶ

る
と
す
れ
ば
、

り〉

沖
△
{
:
ご
基
本
法
六
条
一
項
と

し¥
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お
い
て
は
、

ト
イ
ツ
法
に
お
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
口
り

対
価
に
つ
い
て

lolJ
求
権
は
、
事
実
婚
の

(/>

の
場
合
で
同
様
に
認
い

死
亡
解
消
と

い
態
度
が
と
ら
れ
、

ましぐ）

の
財
産
的
な
保
障
に

ぃ

元
亡
解
消
と
を
全
く
区
別
iJ□

1/

B
G
B
二
0
五
七

a
条

を
す
る
能
力
が
低
下
し
て
い
る
た
め
に
対
価
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
と
の
想
定
で
あ
る
。
清
算
の
正
当
性

を
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
公
平
性
お
よ
び
結
果
の
妥
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
行
法
の
規
律
を
事
実
婚
配
偶
者
の
事
例
に
も
拡
張
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
法
政
策
的
に
も
、
介
護
給
付
に
は
厚
く
対
価
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
家
族
の
介
護
給
付
に

つ
い
て
民
法
上
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
清
算
義
務
の
拡
張
は
有
意
義
で
あ
り
、
と
り
わ
け
事
実
婚
に
お
い
て
介
護
給
付
に
報
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
婚
配
偶
者
に
は
、
法
定
相
続
権
を
与
え
な
い
と
し
て
も
、
介
護
給
付
に
報
い
る
た
め
に
、

法
定
遣
贈
ま
た
は
清
算
請
求
権
を
法
律
上
明
示
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

応
竺

グ
ル
ツ
ィ
ヴ
ォ
ソ
ツ

(
G
r
z
i
w
o
t
z
)

も
、
事
実
婚
配
偶
者
が
法
定
相
続
人
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
遺
言
等
の
終
意
処
分
が
な
け
れ

ば
、
死
者
の
全
遣
産
が
法
定
相
続
人
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
に
は
、

生
前
の
合
意
に
基
づ
い
て
遣
産
に
対
す
る
債
務
法
上
の
請
求
権
が
焔
属
し
、
死
後
に
は
相
続
人
に
履
行
請
求
し
う
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、

生
存
事
実
婚
配
偶
者
に
は
、
配
偶
者
の
先
取
分
に
つ
い
て
の

B
G
B
一
九
三
二
条
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
う
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
先
取
分
の
規
定
は
、
相
続
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
債
務
法
上
の
請
求
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
法
律

婚
配
偶
者
や
登
録
さ
れ
た
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
相
続
権
と
衝
突
す
る
問
題
は
生
じ
な
い
と
説
明
す
る
。

い
状
況
に
あ
る
の
が
通
常
ご
い

す
る
親
が
法
律
＂
□

バ

l
l
l
l
l
l
/
i
U
続
法
上
保
障
さ
れ
る
。

つ
い
て
レ
ー
テ
ル

；
口
話
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

心
の
は
、
介
護
を
し
た
子
）
＇
鳳

子
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
〈
11
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()る内縁配偶者の法的地位について

八
知
§
準
じ
た
法
的
地
位
を
付
り
I
↓'バ

山
題
は
、

解
釈
論
上
は
、

り〉

よ
び
財
産
分
与

は
、
祖
続
人

お

る
。
内
縁
配
偶
者
に
ロ
ii1

い
て
、

事
実
婚
当
事
者
に
咋
口
／

口
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
1
ー

五

お

わ

り

に

っ
て
は
も
は
や
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
。

c

こ
こ
‘

j

t

 
日
本
で
は
、

1
0
の
妥
当
性
に
疑
問
ナ
ロ
ロ
」
］
ぃ
ロ

べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
で
い

り〉

い
て
考
慮
す
る
場
合
の

¥
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
し

＼
 
人
パ

大
き
な
障
壁
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
、
事
実
婚
関
係
の
存
在
の
認
定
の
間
題
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
中
心
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
圃
一
性
の
間
題
は
、
相
続
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶
者
の
配
慮

と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
で
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
夫
婦
財
産
の
個
別
的
な
清
算
を
、
配
偶
者
の
相
続
に
持
ち
込
む
か

(96) 

否
か
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
状
況
は
、
相
続
法
に
お
け
る
画

一
的
規
律
の
要
請
を
と
り
わ
け
内
縁
に
つ
い
て
強
調
す
る
日
本
法
の
議
論
の
あ
り
方
に
問
題
を
提
起
す
る
。

る
。
し
た
が
っ
て
S

□

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
事
実
婚
配
偶
者
に
よ
る
介
護
給
付
を
相
続
法
上
評
価
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
実
婚
配
偶
者
に
よ
る
貢
献
を
相
続
法
上
無
視
す
る
こ
と
は
、
法
律
婚
の
尊
重
と
い
う
一
般
的
な
原
則
に
よ

相
続
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
の
保
障
は
、
解
釈
に
お
い
て
も
、
立
法
に
お
い
て
も
、
実
現
す
る
べ
き
段
階
に
あ
る
。
内

縁
夫
婦
に
よ
る
遣
言
や
契
約
に
よ
る
解
決
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
よ
り
も
遣
言
が
普
及
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
学
説
に

わ
け
る
画
一
的
規
律
の

い
"
:
J

す
る
前
掲
最
判
平
成

66 (66-61) 1089 〔2017.3〕



の
介
護
な
ど

信
八
期
間
を
設
け
る
こ
と
な
い

し¥

、
手
続
の

11IclJ
口
縁
配
偶
者
の
請
求
権
を

111IIII

生
存
内
縁
配
偶
者
の
請
工
，
ー
，

(97) 

い
る
。
現
在
進
行
中
の

VJ
改
正
の
議
論
に
お
い
て

寄
与
分
制
度
の
創
設
に

しl

別
の
手
続
を
設
け
る
こ

な
く
な
り
、
画
一
的
処
理
が
図
ら
れ
る
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
縁
関
係
は
社
会
的
に
夫
婦
と
認
め
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
認
定
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
相
続
で
は
既
に
、
生
前
贈
与
や
遺
言
な
ど
、
必
ず
し

も
外
観
上
明
ら
か
で
は
な
い
事
柄
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
縁
に
つ
い
て
の
み
画
一
的
解
決
を
持
ち
出
す
の
は
公
平
で
は
な

い
こ
と
等
の
学
説
に
お
け
る
指
摘
も
考
慮
す
れ
ば
、
相
続
法
に
お
け
る
画
一
的
規
律
の
要
請
は
、
内
縁
配
偶
者
に
相
続
人
に
準
じ
た
法

的
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
、
決
定
的
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
と
で
内
縁
配
偶
者
の

利
益
状
況
に
極
端
な
差
を
設
け
る
判
例
の
立
場
の
不
均
衡
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
、
配
偶

者
相
続
権
ま
た
は
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
前
解
消
の
場
合
と
同
様
の
法
的
地
位
が
生
存
内
縁
配
偶
者
に

保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
内
縁
が
法
律
婚
と
競
合
す
る
場
合
に
は
、
法
律
婚
配
偶
者
と
内
縁
配
偶
者
の
利
益
を
柔
軟
に

調
整
す
る
た
め
に
は
、
配
偶
者
相
続
権
の
規
定
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
は
、
財
産
分
与
の
規

定
の
類
推
適
用
に
よ
り
生
存
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
を
保
障
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
、
立
法
論
上
は
、
内
縁
配
偶
者
を
相
続
に
お
い
て
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
昭
和
三

0
年
代
に
は
主
に
法
律
婚
主
義

と
の
矛
盾
を
根
拠
に
、
昭
和
五

0
年
代
以
降
に
は
主
に
手
続
の
煩
雑
さ
を
根
拠
に
慎
重
な
態
度
が
と
ら
れ
た
。
手
続
の
間
題
に
つ
い
て

二
り
、
逆
に
、
個
々
の
事
門

る
た
め
の
黙
示

玉
を
す
る
労
を
費
や
す
必
い
人
口

p
l
q
一
的
規
律
の
要
請
と
い

0
余
地
が
あ
る
。

こ
法
的
地
位
を
付
与
す
る

こ
と
の
可
否
の

こ
れ
を
否
定
す
る
立
閂
'
/

し
て
き
た
、
祖
続
法
に

if 

＼
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()る内縁配偶者の法的地位について

の
貢
献
が
考
慮
さ
れ

五
年
）

の
主
な
障
害
と

口
間
題
で
あ
り
、
こ
の

一
五
七
頁
。

＼
白
縁
配
偶
者
を
含
め
る
形

別
の
請
求
権
と
し

て
い

一
七
三
頁
、
中
川
善
之
助
11

泉
久
雄
糧
『
新

＊
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
科
学
研
究
費
若
手
研
究

(
B
)
、
課
題
番
号

(
2
5
8
7
0
9
7
9
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

の
法
的
地
位1

配
偶
者
の

(
1
)
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
規
定
と
し
て
、
た
と
え
は
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
規
定
（
七
六

0
条
）
ー
最
判
昭
和
三
三
•
四
·
十
一
民

集
十
二
巻
五
号
じ
八
九
頁
、
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
の
規
定
（
七
六
一
条
）
青
森
地
八
戸
支
判
昭
和
三
六
・
九
・
一
五
下
民
集
―
二
巻
九

号
二
三
二
三
頁
、
財
産
分
与
の
規
定
（
七
六
八
条
）
東
京
家
審
昭
和
三
一
・
じ
・
ニ
五
家
月
九
巻
一

0
号
三
八
頁
が
あ
る
。

(
2
)

「
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
三
に
関
す
る
中
間
試
案
」
（
平
成
二
八
年
六
月
ニ
―
日
快
定
）
中
の
「
第

5

相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献
を

考
慮
す
る
た
め
の
方
策
」
を
参
照
。

h
t
t
p"
＼
¥
 w
w
w
.
m
o
j
.
g
o
j
p
 ¥
 sh
i
n
g
i
l
 ¥
 ho
u
s
e
i
0
2
_
0
0
2
9
4
.
h
t
m
l
 
(
平
成
二
九
年
一
月
最
終
確
認
）
に
、
中
間
試

案
そ
の
他
の
法
訓
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
の
会
議
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

前
掲
注

(
2
)
中
間
試
案
「
第
1

配
偶
者
の
居
住
権
を
保
護
す
る
た
め
の
方
策
」
、
「
第
2

遺
産
分
割
に
関
す
る
見
直
し

相
続
分
の
見
直
し
」
を
参
照
。

(
4
)

同
審
判
で
は
、
財
産
分
与
の
類
推
適
用
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

二
宮
周
平
『
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
事
実
婚
」
（
一
粒
杜
、
二

0
0
二
年
）
一
五
九
頁
、

版
注
釈
民
法

(26)
」
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
)
[
中
川
良
廷
〕
二
じ
八
頁
。

6
)

判

例

の

詳

細

な

分

析

[

'

¥

'

口

ぃ

1
注

(
5
)

一
七
三
頁
以
下
を
7,IIi,

す

る

裁

判

例

お

よ

び

学

説

[

;

生

存

内

縁

者

の

居

住

利

往

の

細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

l
)

仁
平
正
夫
「
判
批
」

、
ぐ
；
り
IAJ'□

配
偶
者
の
居
住
利
益
の
保
障
；
□

パ

（二

0
―
二
年
）
一
四

0
百
/
;

に
来
て
い
る
と
い
え
る

心
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で

66 (6-63) 1091 [2017.3] 



じ
八
頁
[
孝
橋
宏
言

一
年
）
三
一
頁
。

年
）
七

0
頁。

8
)

二
宮
周
平
「
判
批
」

9
)

中
JII
善
之
助
11
泉
久
可

九
六
四
年
）
七
二
頁
以
下
、

10)

中
JIl11
泉
・
前
掲
注

(
1
1
)島
津
•
前
掲
注

(
9
)七
二
頁
以
下
。

(12)

鈴
木
緑
弥
『
相
続
法
講
義
[
改
訂
版
二
(
創
文
杜
、
―
九
九
六
年
）
七
頁
o

(13)

我
妻
栄
11
有
泉
亨
11
遠
藤
浩
『
民
法
3
親
族
法
・
相
続
法
」
（
勁
草
書
房
、
二

0
0
三
年
）

(
1
4
)島
津
•
前
掲
注

(
9
)七
二
頁
。

(
1
5
)中
川
1
1
泉
•
前
掲
注

(
9
)
―
二
九
頁
以
下
。

(
1
6
)中
川
良
廷
•
前
掲
注

(
5
)は
、
通
説
の
立
場
に
つ
い
て
、
法
律
婚
主
義
の
現
行
民
法
の
解
釈
と
し
て
梢
極
説
を
と
ら
ざ
る
を
構
な
い
と
分

析
す
る
。

(17)

佐
藤
隆
夫
『
現
代
家
族
法

n
机
続
法
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）
四
八
頁
、
同
『
現
代
家
族
法
］
親
族
法
」
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
二

年
）
六
五
頁
。

(
1
8
)鈴
木
•
前
掲
注

(
1
2
)七頁
。

(19)

近
藤
英
吉
『
相
続
法
論
（
上
）
』
（
弘
文
堂
、
一
九
三
六
年
）
三
四
一
頁
。

(20)

浅
井
清
信
「
内
縁
と
相
続
権
」
『
家
族
法
体
系
II
」
（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
三
四
一
頁
。

(21)

太
田
武
男
『
内
縁
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
二
五
九
頁
。

(22)

中
川
善
之
助
糧
『
註
釈
相
続
法
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
)
[
山
中
康
雄
〕
―
二
六
頁
。
解
釈
の
難
し
さ
は
、
遺
産
に
対
す
る
請
求

権
と
構
成
す
る
点
お
よ
び
特
定
の
家
族
関
係
に
あ
る
扶
養
義
務
者
本
人
に
し
か
請
求
し
え
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
扶
養
請
求
権
を
扶
養
義
務
者
の

相
続
人
に
対
し
て
行
使
す
フ
ロ
松
い
,
丁
/
｀
:

23)

最
高
裁
判
所
判
例
解
デ
'
;
[
批

,Jll[

24)

中
川
淳
「
判
批
」
判
例
□

9

峠
1111

ぬ
）
本
山
敦
「
判
批
」

N
□

1) 

0
一
年
）
七
九
頁
。

五
有
斐
闇
、
二

0
0
0
年）

冑
族
法
・
相
続
法
」
（
日
本
評
「
峠
ダ
"
‘

一
九
頁
。

郎
『
家
族
法
入
門
』
（
有
斐
閣

ん

0
頁
以
下
。
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()る内縁配偶者の法的地位について

26)

渡

邊

泰

彦

「

判

批

」

一

年

）

一

四

一

頁

。

21)

山

口

純

夫

「

判

批

」

八

年

）

一

三

四

頁

、

野

澤

正

字

（

二

0
0
一
年
）
九
八
頁
。

2
8
)中
川
淳
•
前
掲
注

(
1
1
j
l

注

(
2
7
)九八
頁
、
渡
邊
・
し
た
が
っ
て
、
肯
定
説
と

/
,
I
L

説
の
結
果
の
差
は
あ
ま
り
士
八
ふ
＼
，
入
ふ
／
、
し
〗
（
伊
籐
司
「
判
批
」
法
教
―
―
五
五
頁
）
。

(29)

大
村
敦
志
『
家
族
法
戸
弔
三
版
〕
』
（
有
斐
闇
、
二

0
1
0
年
）
二
三
六
頁
、
益
井
公
司
「
判
批
」
宮
崎
産
一
三
巻
一
・
ニ
号
（
二

0
0
1
 

年
）
三

0
頁
、
水
野
紀
子
「
事
実
婚
の
法
的
保
護
」
石
川
稔
ほ
か
絹
『
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
』
（
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
三
年
）
八
四
頁
。

(30)

二
宮
周
平
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
―
二

0
二
号
（
二

0
0
一
年
）
七
九
頁
。

(31)

岩
志
和
一
郎
・
リ
マ
ー
ク
ス
ニ

0
O
 
I
 

(
下
）
七
三
頁
、
半
田
吉
信
ほ
か
『
ハ
イ
ブ
リ
ソ
ド
民
法
5
家
族
法
戸
弟
二
版
〕
』
（
法
律
文
化
社
、

二
0
―
二
年
)
[
鹿
野
菜
穂
子
]

1
0
三
頁
。

(32)

床
谷
文
雄
「
判
批
」
法
セ
四
五
二
号
(
-
九
九
二
年
）
一
三
三
頁
。

（
翌
岩
志
•
前
掲
注

(
3
1
)
じ
三
頁
、
二
宮
・
前
掲
注

(
3
0
)じ九
頁
。

(
3
4
)中
J
I
l
淳
•
前
掲
注

(
2
4
)ニ―
0
頁
、
渡
退
・
前
掲
注

(
2
6
)一
四
二
頁
。

(
3
5
)島
津
•
前
掲
注

(
9
)七
四
頁
、
我
妻
栄
『
親
族
法
』
（
有
斐
闇
、
一
九
六
一
年
）
二
0
三
頁
、
二
0
五
頁
。

(36)

松
坂
佐
一
『
民
法
提
要
親
族
法
・
相
続
法
」
（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
一
六
三
頁
。
も
っ
と
も
、
内
縁
の
問
題
に
特
化
せ
す
、
相
続
人
の

寄
与
の
法
的
性
質
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

(37)

鈴
木
・
前
掲
注

(12)
じ
頁
。

(38)

佐
藤
・
前
掲
注

(17)
『
現
代
家
族
法
II
相
続
法
」
四
八
頁
。

(39)

鈴
木
・
前
掲
注

(12)
じ
頁
。

(40)

法
時
三
一
巻
九
号
(
-
九
五
八
年
）
八
三
頁
、
ジ
ュ
リ
一
八
五
号
(
-
九
五
九
年
）
四
九
頁
。

41)

法
時
三
一
巻
九
号
八
口
r

I

¥

0

頁。

42)

ジ
ュ
リ
九
じ
号

(
-
+
1
'

43)

ジ
ュ
リ
九
じ
号
二
三
可
以

44)

ジ
ュ
リ
九
七
号
二
三
戸

1) 
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40)

ジ
ュ
リ
九
じ
号
二
五
可

46)

高

梨

公

之

「

親

族

法

乃

ー

(

-

九

五

九

年

）

一

四

頁

、

九

年

）

五

五

頁

。

山

主

政

二

ぃ

ひ

ろ

ば

―

二

巻

一

0
号
（
一

点
か
ら
内
縁
配
偶
者
へ
の
祖
~
；
え
を
否
定
す
る
。

(47)

加
藤
一
郎
「
民
法
の
一
部
改
正
の
解
説
（
三
・
完
）
」
シ
ュ
リ
ニ
五
一
号
(
-
九
六
二
年
）
五
二
頁
。

(
4
8
)加
藤
•
前
掲
注

(
4
7
)五二
頁
、
沼
辺
愛
一

1
1
藤
島
武
雄
「
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
処
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
判
タ
一
五
五
号

（
一
九
六
四
年
）
二
三
五
頁
、
阿
JIl
清
道
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
曹
時
一
四
巻
四
号
(
-
九
六
二
年
）
五
五
三
頁
。
そ
の

他
、
事
実
上
の
養
子
、
連
れ
子
な
ど
が
特
別
縁
故
者
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(49)

加
藤
・
前
掲
注

(47)
五
二
頁
。

(50)

加
藤
・
前
掲
注

(47)
五
三
頁
。

(51)

加
藤
・
前
掲
注

(47)
五
五
頁
、
沼
辺
1
1

藤
島
・
前
掲
注

(48)
二
三
四
頁
。

(52)

人
見
康
子
「
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
残
存
祖
続
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
」
シ
ュ
リ
三
0
六
号
(
-
九
六
四
年
）
五
三
頁
。
財
産
分
与
規
定
を

内
縁
に
類
推
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
財
産
関
係
と
相
続
関
係
と
で
扱
い
を
異
に
す
る
べ
き
積
極
的
な
根
亮
は
な
い
か
ら
、
内
縁
配
偶
者
の

相
続
に
お
け
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。

（
翌
阿
川
・
前
掲
注

(48)
五
五
四
頁
、
沼
辺
11

藤
島
・
前
掲
注

(48)
二
三
四
頁
。

(54)

阿
川
・
前
掲
注

(48)
五
五
五
頁
。
唄
孝
一
「
『
特
別
縁
故
者
へ
の
財
産
分
与
』
制
度
の
立
法
経
過
に
つ
い
て
の
断
章
」
私
法
三

0
号
（
一

九
六
八
年
）
一
五
三
頁
は
、
恩
恵
か
権
利
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方
自
体
に
批
判
を
提
起
す
る
。

(55)

加
藤
・
前
掲
注

(47)
五
三
頁
。

(56)

た
と
え
は
、
中
JIIII
泉
・
前
掲
注

(9)

―
二
九
頁
は
、
相
続
人
不
存
在
で
か
つ
相
当
額
の
遺
産
が
残
さ
れ
る
例
は
稀
で
あ
る
か
ら
、
相
続

法
上
の
内
縁
問
題
の
解
決
ド
ふ
‘
I
3
'
i
が
，
＼
ふ

1
1
1
,
1
¥

：
な
プ
ラ
ス
を
朗
待
す
る
こ
レ
i

l

)

‘

,

1

1

9

)

'

と
の
評
価
を
示
す
。

ol)

久
貴
忠
彦
1
1

田

中

実

八
11／ー‘‘'］口
□

1
,／

Tl
覧
丘
に
対
す
る
残
存
相
続
財
産
□

9

'

9

,

＇□

口
匡
題
」
私
法
三

0
号
(
-
九

年
）
一
五
二
頁
。

ぷ
）
「
法
刷
審
議
会
民
法
げ

八
五
頁
。
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()る内縁配偶者の法的地位について

74 73 

ジ
ュ
リ
六
九
九
号
（
一

奥
田
昌
道
絹
『
現
代
私
法
学

有
斐
閣

一
九
八
二
年
）
ニ

0
9
)
「
相
続
に
関
す
る
民
げ
:
l

ん
」
人
[□
ロ
~
i

60)

太
田
武
男
「
相
続
法
の
ー
／
1
，
”
へ
i
,
j
ぃ
／
／
ロ
ロ
冒

頁。
61)

泉
久
雄
「
相
続
に
関
ナ
／
い
い
！
／
し
万
州
：
§
！
f

つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
六
九
九
号

(62)

浅
見
公
子
「
相
続
に
関
す
る
民
法
改
正
要
網
試
案
を
読
ん
で
」
ジ
ュ
リ
六
九
九
号
(
-
九
七
九
年
）
四
三
頁
。

(63)

右
近
健
男
「
身
分
法
小
委
員
会
の
中
間
報
告
に
つ
い
て
」
シ
ュ
リ
五
九
六
号
(
-
九
七
五
年
）
五
三
頁
。
稲
本
洋
之
助
・
私
法
三
九
号
（
一

九
七
七
年
）
三
六
頁
は
、
寄
与
分
を
相
続
債
権
（
と
り
わ
け
報
酬
請
求
権
）
と
み
る
立
場
か
ら
、
権
利
者
を
相
続
人
に
限
定
し
な
い
と
す
る
立
場

を
提
示
す
る
が
、
こ
れ
は
右
近
教
授
の
分
析
と
本
質
を
同
し
く
す
る
。
な
お
、
窪
田
充
見
「
寄
与
分
ー
刷
度
理
解
と
解
釈
論
に
つ
い
て
の
覚
書
」

神
戸
四
九
巻
三
号
（
二

0
0
0
年
）
二
三
九
頁
は
、
寄
与
分
制
度
の
創
設
時
に
お
け
る
寄
与
分
の
性
質
理
解
を
分
析
し
、
現
行
法
に
お
い
て
も
、

内
縁
配
偶
者
等
の
非
相
続
人
は
、
寄
与
の
清
算
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
で
あ
る
場
合
と
同
様
に
そ
の
清
算
が
認
め

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
。

(64)

伊
東
す
み
子
「
寄
与
分
の
法
律
構
成
中
間
報
告
を
読
ん
で
」
シ
ュ
リ
五
九
六
号
(
-
九
七
五
年
）
七
一
頁
。

(65)

「
座
談
会
相
続
に
関
す
る
民
法
改
正
要
網
試
案
」
ジ
ュ
リ
六
九
九
号
(
-
九
七
九
年
）
三

0
頁。

(
6
6
)右
近
•
前
掲
注

(
6
3
)五三
頁
。

(67)

前
掲
注

(65)
「
座
談
会
」
ジ
ュ
リ
六
九
九
号
二
九
頁
。

(68)

松
倉
耕
作
「
寄
与
分
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
五
九
六
号
(
-
九
七
五
年
）
五
じ
頁
、
伊
東
・
前
掲
注

(64)
じ
一
頁
、
小
山
昇
「
寄
与
分
に
関

す
る
手
続
（
法
）
上
の
諸
問
題
」
私
法
三
九
号
(
-
九
じ
七
年
）
四
一
頁
以
下
。

(69)

加
藤
一
郎
「
相
続
法
の
改
正
（
下
）
」
ジ
ュ
リ
七
二
三
号
(
-
九
八

0
年
）
―
-
八
頁
。

(70)

前
掲
注

(
2
)
「
法
刷
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
の
会
議
資
料
」
（
以
下
「
部
会
資
料
」
と
略
記
す
る
）

1

|
一
頁
。

部
会
資
料
1

四
頁
。

部
会
資
料
1

四
頁
。

部
会
資
料
3
|
-
―
戸

部
会
資
料
3
|
―
二
戸
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()る内縁配偶者の法的地位について

相
続
人
以
外
の
者
を
考
慮
す
る
た
め
の
方
策
」
を
参
照
。

ー
プ
が
、
相
続
に
お
い

：
、
遺
産
の
一
部
を
与
え
る
ベ
ャ
＼

91)

当
時
の
世
論
調
査
に
卜
吟

ま
で
世
話
し
た
愛
人
に
さ
へ

D
a
u
b
l
e
r
.
 
a.a.O• 

,
 S.142. 

92) 
Leipold, W
 a
n
d
l
u
n
g

こ
〗
戻

e
s

E
r
b
r
e
c
h
t
s
7
.
 A
c
P
 180, 

(93) 
Rothe!, V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 d
e
s
 
68• 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 J
u
r
i
s
t
e
n
t
a
g
e
s
 B
e
r
l
i
n
 2010, B
a
n
d
 I, 
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前
述
「
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、
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」
を
参
照
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前
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さ
で
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り
、
被
相
続
人
を
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ー111"

、
ド
イ
プ
ラ
ー
は
指
撞
す
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